
鹿島地方事務組合消防本部からのお知らせ 

 

 

 

平成２８年２月９日以降は「いばらき消防指令センター」（水戸市）での災害通報を受信することになります。 

（平成28 年2 月8 日まで、鹿嶋市及び神栖市内での１１９番通報は、鹿島地方事務組合消防本部（神栖市）で受付

しています。） 

 

 

◆ 119 番通報の方法はこれまでと変わりません。 

   ただし、いばらき消防指令センターでは、ほぼ茨城県内全域（茨城県内20 消防本部、33 市町）からの 

119 番通報を受け付けますので、通報時には「市名（鹿嶋市・神栖市）」から伝えて下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１９番通報の受付場所が変わります！ 


